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1i紹 11

介 ii

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け
る

年
末
賞
与
請
求
事
件
の
動
向

』
-
-
一
九
七

0
年
代
の
判
例
か
ら

l
l

見

俊

明

沢

日

次
は
し
が
き

一
経
営
転
換
に
と
も
な
う
按
分
賞
与
請
求
の
正
当
理
由

(
A
i
I
事
件
)

ニ
犯
罪
行
為
と
賞
与
請
求
権

(
J
i
L
事
件
)

三
労
働
規
律
違
反
に
と
も
な
う
年
末
賞
与
の
減
額

(
M
i
o事
件
〉

四
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
と
年
末
賞
与
の
減
額

(
p
-
Q
事
件
)

五

そ

の

他

(
R
i
U
事
件
)

む
す
び

は
し
が
き

う
な
紛
争
が
起
り
う
る
か
、
そ
れ
が
争
訟
事
件
と
し
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
、

法
的
に
ど
う
処
理
さ
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
で
近
年
の
ド
イ
ツ
民

ハ
1
)

主
一
共
和
国
〈
D
D
R
〉
の
労
働
判
例
を
み
て
い
く
と
、
年
末
賞
与
の
請
求
を
め

ハ
2
)

〈

3
〉

ぐ
る
事
件
が
か
な
り
多
く
自
に
つ
く
。
本
稿
で
は
、
資
料
上
の
制
約
も
あ
っ

社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
、
労
働
者
の
経
済
的
要
求
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
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介

て
、
詳
細
な
検
討
は
課
題
と
し
て
残
し
つ
つ
、
一
九
七

0
年
代
の
年
末
賞
与

紹

事
件
に
関
す
る
判
例
動
向
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

手
元
に
あ
る
二
一
件
の
中
最
も
多
い
の
は
、
年
度
途
中
の
退
職
・
就
職
者

に
つ
い
て
、
在
職
期
間
に
応
じ
た
賞
与
が
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
争

訟
で
あ
り
(
九
件
〉
、
と
く
に
七

0
年
代
前
半
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。
次

い
で
、
犯
罪
行
為
、
労
働
規
律
違
反
、
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
等
に
よ
る
受

給
資
格
、
減
額
の
可
否
(
入
件
)
が
争
わ
れ
て
い
る
。
訴
訟
形
式
と
し
て

は
、
最
高
裁
判
決
が
一
三
件
含
ま
れ
、
そ
の
中
一
一
件
が
、
最
高
裁
長
官
又

(
4〉

は
検
事
総
長
の
破
棄
申
立
に
よ
っ
て
持
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
下

級
容
に
よ
る
和
解
認
可
決
定
が
三
件
含
ま
れ
る
。

〈
1
〉
本
稿
で
扱
う
事
件
の
大
部
分
は
、
一
九
六
一
年
労
働
法
典

(
G
B

A
V
及
び
各
年
度
の
賞
与
令
(
〈
氏
。
丘
ロ
ロ
ロ
関
与
民
会
刊

E
S
E
m
-

恩
E
Eロ
ぬ
ロ
ロ
仏
〈
2
4匂刊ロ円山口口問門日開印刷》円位
g-oロ
向
。
ロ
仏
国
ロ
ロ
門
山
岳
w
白

穴

c-Z円l
ロ
邑

ω
O
N
E
F
E
C、
同
施
行
規
則

(
U
E
n
r
z
z
g
m田l

σ和田

zsszロ
巴
適
用
下
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
法
令
の
下
で

の
賞
与
制
に
は
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

な
お
、
解
説
と
し
て
、
開
・
同
ぷ

R
O
E
-
U
Z
B
F
S
R
c
m
ι
g
F
O目白

宮
口
官
官
一
ロ

N
g印・〉『
r
a
g
o
n
z
-ロ
仏
四
円

F
E
U
l
z白骨

ω"ω
・

怠
山
内
・
参
照
。

ω計
画
の
遂
行
に
と
も
な
う
高
い
労
働
給
付
を
表
彰
す
る
目
的
の

下
で
、
各
経
営
が
自
由
に
使
用
で
き
る
賞
与
基
金
が
形
成
さ
れ
、
経

営
団
体
協
約

(
B
K
V
〉
に
も
と
づ
き
経
営
長
が
そ
の
割
合
を
定
め

る
の
が
つ
ぎ
の
賞
与
種
類
で
あ
る
。

同
発
案
賞
与
公
民
江
田
門
戸
4
官
位
邑
田
)
l
l
t
す
ぐ
れ
た
労
働
給
付
、

と
く
に
合
理
化
施
策
へ
の
貢
献
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。
経
営
労
組

指
導
部

(
B
G
L
)
の
同
意
の
下
で
、
経
営
長
の
処
分
に
よ
っ
て
請

求
権
が
発
生
す
る
。

例
年
末
賞
与
(
』
吾
川
和
的

g
&品
目
円
相
)
|
|
法
規
上
の
直
接
的
請

求
権
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
が
、
一
定
の
要
件
を
必
要
と
し
、
金
額

は
B
G
L
の
同
意
の
下
で
経
営
長
が
決
定
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
て

い
る
。権

利
発
生
の
要
件
と
し
て
、
労
働
集
団
及
び
本
人
の
労
働
給
付
標

準
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
、
基
金
が
一
定
額
保
有
さ
れ
る
こ
と
、
計
画

年
度
中
経
営
に
所
属
す
る
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

同
委
託
賞
与
公
正
g
m曲

m
o
r
E
ι
g
o
p防
E
4
1
1と
く
に
、

科
学
技
術
上
、
合
理
化
に
と
も
な
い
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
対
す
る
表

彰
と
し
て
、

B
G
L
と
の
合
意
で
与
え
ら
れ
る
。

仰
経
済
的
会
計
原
則
に
よ
ら
な
い
経
営
・
施
設
に
お
い
て
支
払
わ

れ
る
目
標
賞
与
〈
N
ぽ
ぽ
息
日
目
与
が
あ
る
。

(

2

)

な
お
、
解
雇
を
め
ぐ
る
争
訟
事
件
、
労
働
災
害
を
め
ぐ
る
損
害
賠

償
請
求
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
年
の
ド
イ
ツ
民
主
共

「
J

「
J

和
国
労
働
判
例
よ
り
」

I
-
E
(札
幌
商
科
大
学
「
論
集
」
担
・
お

F
』
』
、

r
i
a、

号
)
参
照
。

(
3
〉
資
料
は
、
〉
『

ro日
仲
口
出
向
凶
〉

HragHonE
ハ
〉
ロ
・
〉
)
及
び
Z
2
0
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〕
ロ
丘
町

(
Z
E
両
誌
に
掲
載
さ
れ
た
労
働
法
事
件
の
判
例
要
旨
に
擦

っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

最
高
裁
長
官
及
び
検
事
総
長
は
、
法
律
違
反
あ
る
い
は
著
し
い
正

義
違
反
を
理
由
に
、
下
級
審
の
判
決
に
対
し
て
最
高
裁
に
破
棄
申
立

(
聞

p
g胆神宮出国
g
R白
巴
を
お
こ
な
う
権
限
を
も
っ
(
〈
包
・
〉
口
町
l

m白
『
町
出
品
開
吋
の

R
-
n
r
g
E
〉『『冊目丹田円
m
n
Z白血田口『由
P
〉
円
宮
町
田
同
町
ロ
宮

古
仏
2
・司『但岡山田
l
z
o
p
p

∞-mmE
〉。

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

一
経
営
転
換
に
と
も
な
う
按
分
賞
与
請
求
の
正
当

理
由

(
A
j
I
事
件
)

計
画
年
度
中
、
勤
労
者
(
巧
R
E笠
岡
町
)
が
経
営
に
所
属
す
る
こ
と
は
、

年
末
賞
与
請
求
権
の
発
生
要
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
「
計

画
年
度
中
の
労
働
力
の
変
動
及
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
経
営
課
題
の
遂
行
に

対
す
る
可
能
な
否
定
的
影
響
を
防
止
し
、

基
幹
従
業
員

S
S
S
B
Z
-
o同
i

(
E
事
件
判
旨
)
こ
と
に
あ
る
。

田
口
町
民
仲
)

の
育
成
を
促
進
す
る
」

他
方
、

こ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
法
規
上
の
一
定
の
理
由
が
あ
る
転
職
に
つ
い

て
、
按
分
賞
与
公
Eo--F開O
M

M

ユB
W
)
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
法
規
上

の
理
由
と
し
て
は
、
公
職
・
軍
隊
勤
務
、
研
修
、
産
休
、
廃
疾
、
年
金
年
齢
、

死
亡
等
の
外
「
理
由
あ
る
例
外
守
認
可
ロ
ロ
ι丘
町
〉

E
E
F
B
O〉
」
〈
賞
与
令
九

条
〉
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
理
由
あ
る
例
外
」
の
認
定
は
、

B
K

V
協
定
で
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

B
G
L
(
経
営
労
組
指
導
部
)
と

の
一
致
で
経
営
長
が
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
(
賞
与
令
施
行
規
則
三
条

一
項
〉
更
に
、
「
勤
労
者
の
経
営
転
換

3
0豆
$
2
2
z
o
-〉
の
多
様
性
に

対
応
し
て
、
よ
り
広
い
例
外
が
あ
り
う
る
」
か
ら
、
紛
争
委
員
会

(
K
K
)

及
び
裁
判
所
は
「
法
規
の
意
味
及
び
目
的
に
適
合
し
た
解
釈
を
通
じ
て
」
こ

れ
を
確
定
す
る
権
限
を
有
し
、
そ
の
際
の
判
断
基
準
と
し
て
「
個
人
的
利

益
、
経
営
上
の
諸
関
係
及
び
経
営
を
こ
え
た
意
義
、
影
響
な
ど
を
比
較
考
量

し
て
、
社
会
的
に
正
当
化

(
m
g自
己
完
『
曲
E
F
n
r
m
R
n
n
Z
F三
百

g)
さ
れ
る

(
A
事
件
判
旨
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
経
営
転
換
と
は
「
経
営

場
合
」

か
ら
の
勤
労
者
の
離
脱
の
み
な
ら
ず
、
計
画
年
度
中
の
経
営
に
お
け
る
労
働

開
始
も
含
む
」

(
同
)
こ
と
は
確
定
さ
れ
て
い
る
。

按
分
賞
与
請
求
に
関
わ
る
事
件
の
多
く
が
、
右
に
い
う
社
会
的
正
当
性
判

断
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
に
し
ぼ
っ
て
判

旨
の
要
点
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
内
容
的
に
大
別
す
れ
ば
、
五
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
①
国
家
的
施
策
に
関
わ
る
も
の

(
A
-
-

事
件
)
l
l
l
A
事
件
は
、
合
理
化
政
策
の
一
環
と
し
て
の
機
構
改
革
方
針
に

従
っ
た
も
の
と
し
て
正
当
性
が
承
認
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
-
事
件
は
、

労
働
力
公
募
に
応
じ
て
転
職
し
た

X
に
つ
い
て
、
国
の
機
関
に
よ
る
公
募
の

許
可
が
、
国
家
的
指
導
施
策
と
は
解
し
え
な
い
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
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介

も
の
で
あ
る
。
②
資
格
取
得
に
関
わ
る
も
の
(
C
・
F
-
H
事
件
)
l
|
C

事
件
は
、
よ
り
有
利
な
資
格
付
与
条
件
を
求
め
る
転
換
が
、
按
分
賞
与
請
求

紹

を
正
当
な
ら
し
め
る
意
味
で
の
社
会
的
性
質
を
も
た
な
い
と
さ
れ
た
事
例
で

あ
る
が
、
F
-
H
事
件
は
、
資
格
に
適
合
す
る
仕
事
を
求
め
て
転
換
し
た
場

合
に
つ
い
て
、
前
者
は
、
前
の
経
営
が
適
職
を
提
示
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が

主
な
理
由
と
な
っ
て
正
当
性
が
認
め
ら
れ
、
後
者
で
は
、
個
人
的
願
望
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
資
格
取
得
に
関
わ
る
転
換
の
正
当
性
認

定
は
、
一
般
的
に
は
厳
し
い
と
み
ら
れ
、
c
-
H
事
件
で
は
、
い
ず
れ
も
転

換
そ
の
も
の
の
社
会
性
と
共
に
時
点
の
適
合
性
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
③

健
康
上
の
理
由
に
関
わ
る
も
の
(
D
・

E
事
件
)
l
l
i
D
事
件
は
、
病
気
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
労
働
能
力
の
回
復
と
維
持
の
た
め
有
利
な
労
働
条
件
を

求
め
る
こ
と
は
社
会
的
利
益
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、

E
事
件
は
、
離
職
理
由
が
、

X
の
健
康
状
態
か
ら
医
学
上
差
迫
っ
た
も
の
で

な
く
、
他
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
④
労
働

条
件
上
の
不
満
に
関
わ
る
も
の

(
G
-
E
事
件

)
1
1労
働
条
件
が
気
に
入

ら
な
い
た
め
労
働
契
約
を
解
消
し
た
こ
と
が
全
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
の

が
G
事
件
で
あ
り
、

E
事
件
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
健
康
状
態
よ
り
も
、
経

営
上
に
お
け
る
不
満
が
決
定
的
理
由
で
あ
っ
た
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

⑤
夫
婦
の
共
同
生
活
維
持
に
関
わ
る
も
の
(
B
事
件
〉
|
|
共
働
き
夫
婦

で
、
夫
が
経
営
か
ら
住
居
を
配
分
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
共
同
生
活
を
営
む
た

め
夫
の
経
営
に
転
換
す
る
こ
と
が
、
家
族
法
の
原
則
か
ら
正
当
と
さ
れ
て
い

る。

機
棒
改
革
に
と
も
な
う
転
換
が
認
め
ら
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所

(

1

)

 

一
九
七

O
年
三
月
一
六
日
判
決
1

1
上
告
棄
却
)

〔
事
実
〕

X
(女
)
は
、
一
九
六
年
二
月
以
来
、
農
業
委
員
会
所
属
の

獣
医
衛
生
検
査
局
(
V
H
I
)
の
検
査
員
(
回
g
n
F
E
R
E〉
と
し
て
、
屠
殺

(

A

)

 

場
の
獣
医
衛
生
職
(
T
H
D
)
で
働
い
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年
七
月
か
ら

機
構
改
革
に
よ
っ
て
、
T
H
D
は
、
肉
経
営
県
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
(
B
K
F
)

傘
下
の
Y
経
営
に
統
合
さ
れ
た
。

X
は、

一
九
六
八
年
度
、
七
月
以
降
の
按

分
賞
与
の
支
払
を
求
め
て
K
K
(
紛
争
委
員
会
)
に
申
立
て
た
が
却
け
ら

れ
、
郡
裁
判
所
(
穴
お
佐
官
号
宮
)
に
訴
を
起
し
た
。

」
れ
が
、
県
裁
判

所
(
回

O
N
E
a
m
E
n
Z
)
長
官
の
処
分
に
よ
っ
て
、
県
裁
判
所
で
第
一
審
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
X
が
勝
訴
し
た
(
一
四

0
・
八
四

マ
ル
ク
の
支
払
〉
。

Y
が
上
告
し
、
棄
却
さ
れ
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

ω
T
H
D
の
B
K
F
へ
の
編
入
は
、
獣
医
学
を
早
急
に
全
面
的
に
生
産
へ

統
合
す
る
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
T
H
D
の
構
成
員
は
、

北法31(3-4・n.432)1818 
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上
、
法
律
上
の
意
味
で

Y
経
営
の
所
属
員
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
機
構
改
革

上
の
施
策
ハ
寄
与
Z
2
2
E仏
O
B后
去
四
回
目
S
F
5
0
)
遂
行
の
政
治
的
、
法

的
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
施
策
の
遂
行
は
、
単
に
関
係
経
営

の
基
金
や
設
備
で
な
く
人
聞
が
関
係
し
、
そ
の
労
働
・
生
活
条
件
が
関
わ
る

社
会
的
過
程
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
勤
労
者
に
つ
い
て
、
施
策
の
必
要
性

や
目
標
の
み
な
ら
ず
、
直
接
的
、
個
人
的
影
響
に
関
す
る
時
宜
に
適
し
た
明

瞭
性
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
責
任
あ
る
長
へ
の

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

要
求
と
し
て
、
組
合
機
関
と
共
に
、
勤
労
者
の
労
働
・
生
活
条
件
を
労
働
法

上
許
さ
れ
る
方
法
で
確
立
す
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
当
然
に
生
ず
る
。
そ
れ

は
、
勤
労
者
の
社
会
へ
の
信
頼
の
発
展
・
確
立
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な

施
策
の
成
果
に
芭
接
的
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

ω原
容
の
「
X
は
、
自
分
の
希
望
で
経
営
を
転
換
し
た
の
で
は
な
く
、
合

理
化
の
性
格
を
も
っ
機
構
改
革
上
の
施
策
の
動
機
か
ら
、
そ
の
た
め
に
与
え

ら
れ
た
所
轄
機
関
の
指
示
に
従
っ
た
」
と
い
う
理
由
づ
け
は
妥
当
で
あ
る
。

婚
姻
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
が
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
た
事
例

ハ
2
)

(
最
高
裁
判
所
一
九
七

O
年
七
月
二
四
日
判
決

l
l破
棄
自
判
)

ハ
B
〉

〔
事
実
〕

X
(女
)
は
、
一
九
六
二
平
よ
り
Y
経
営
の
電
子
実
験
助
手

ハ
何

-orH『
D-mro同
mw
ロ
江
口

J

)

で
あ
っ
た
が
、

夫
が
そ
の
所
属
す
る
経
営
か
ら
新

た
な
住
居
を
配
分
さ
れ
た
の
で
、
共
同
生
活
を
営
む
た
め
一
九
六
八
年
九
月

に
Y
と
の
労
働
法
律
関
係
を
解
約
告
知
し
、
ま
も
な
く
夫
の
経
営
に
再
就
職

し
た
。

X
は
、
按
分
賞
与
の
正
し
い
査
定
と
差
額
支
払
を
求
め

K

K
に
申

立
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
決
議
に
郡
検
察
官
の
異
議
申
立
が
あ
っ
て

郡
裁
判
所

(
K
G
)
に
係
属
し
た
が
却
け
ら
れ
、
次
い
で
県
検
察
官
の
異
議

に
よ
り
県
裁
判
所

(
B
G
〉
が
審
理
し
、
異
議
が
認
め
ら
れ
X
が
敗
れ
た
。

こ
の
判
決
に

D
D
R
検
事
総
長
(
の
白

B
E
r
g巳
g
g
S
F〉
が
最
高
裁
に
破

棄
申
立
を
お
こ
な
い
認
め
ら
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

ω
「
理
由
あ
る
例
外
」
を
認
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
、
裁
判
所
は
、

経
営
転
換
に
つ
い
て
の
意
味
の
あ
る
す
べ
て
の
状
況
を
確
定
し
、
そ
れ
と
の

関
連
で
判
断
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
経
営
か
ら
の
分
離
に
つ
い
て
、

X
の
告
知

文
書
(
田
内
E
白
色
伺

g
g
R
F円四
-rmロ
)

の
単
な
る
一
言
葉
や
語
義
を
基
礎
に
す
る

の
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

ω共
通
の
家
計
で
の
夫
婦
の
共
同
生
活
形
態
に
お
け
る
婚
姻
共
同
体

(oro--nF

和。
o
s
a目
白
円

}
g
p
)

を
具
体
的
に
形
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
計
画
年
度
中
に
経
営
を
転
換
す
る
こ
と
は
、

D
D
R
社
会
主
義
家
族
法

の
原
則
に
よ
っ
て
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。

北法31(3-4・II.433)1819 



介

〈

C
)

紹

有
利
な
資
格
付
与
条
件
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事

(
3〉

例
(
最
高
裁
判
所
一
九
七
一
年
四
月
二
日
判
決

l
l破
棄
自
判
)

〔
事
実
〕

Y
ら
三
名
は
、
一
九
六
九
年
四
月
か
ら
、
資
格
付
与
契
約

(
C
E
包
-
m
N
W円ロロ凶国司和司件円曲目刷)

と
夜
間
学
習
の
便
宜
を
求
め
、

技
術
者

(吋白
n
F
ロ
o-omg)
と
し
て

X
経
営
に
就
職
し
た
。

Y
ら
は
、

こ
の
年
度
の

按
分
年
末
賞
与
の
支
払
を
K
K
に
申
立
て
認
め
ら
れ
た
。

X
経
営
が
こ
の
決

議
の
取
消
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
が
、
一
・
二
審
ハ
K
G
-
B
G
)
と
も

棄
却
さ
れ
た
。

D
D
R
検
事
総
長
が
最
高
裁
に
破
棄
申
立
を
お
こ
な
い
、
認

め
ら
れ
た
。

ハ
判
決
理
由
よ
り
〉

ω計
画
年
度
(
沼
田
三
田
町
円
〉
は
、
年
末
賞
与
請
求
に
つ
い
て
の
時
間
的
尺

度

(
N
E
-
-
n
Z
ζ
2
2
g
g
で
あ
る
か
ら
、
年
度
中
の
経
営
転
換
の
社
会

的
利
益
や
正
当
性
を
審
査
す
る
の
は
、
必
然
的
に
常
に
、
経
営
転
換
の
時
点

ハ
N
a
Gロロ
r
H
)

を
も
含
む
。

ω
Y
ら
は
、

X
経
営
に
お
け
る
よ
り
有
利
な
資
格
付
与
の
状
態
と
条
件
を

転
換
の
理
由
と
し
て
い
る
。
経
営
転
換
の
も
つ
社
会
的
利
益
の
中
に
は
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
特
徴
的
な
個
人
的
利
益
〈
宮
『
白
E
-
w
r
o
F
8
3
8
4
が
入

り
込
む
の
で
あ
る
が
、
よ
り
有
利
な
資
格
付
与
条
件
へ
の
個
人
的
利
益
は
、

一
般
的
に
は
例
外
ケ
l
ス
を
理
由
づ
け
る
社
会
的
質
を
有
し
な
い
。
本
件
に

お
い
て
、
前
の
経
営
で
も
資
格
付
与
の
努
カ
は
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
、

Y
ら
が
、
労
働
法
上
の
関
係
を
経
営
転
換
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成
す
る
こ
と

は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
社
会
的
利
益
の
中
に
な
い
限
り
に
お
い
て
、
按

分
貸
与
請
求
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

健
康
上
の
理
由
に
よ
る
転
換
が
認
め
ら
れ
た
事
例
(
カ
1
ル
マ
ル

(

4

)

 

ク
ス
市
裁
判
所
一
九
七
二
年
一

O
月
一
七
日
1

1
控
訴
棄
却
)

〔
事
実
〕

X
は
、
一
九
六
三
年
か
ら
道
路
建
設
労
働
者
ハ
巧

asgi

同
門
『
色
件
目
。
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
一
九
七
一
年
八
月
、
医
師
の
診
断
で
、

脊
柱
・
椎
間
板
障
害
(
4『
弓
『

m
Z
E
-
2
1
5仏
国
自
仏
国

n
r
n
F
E田
口
広
島

m
g
m
)

に
よ
り
軽
度
の
仕
事
が
必
要
と
さ
れ
た
。

Y
経
営
は
、
自
動
車
運
転
手
の
仕

(
D
)
 

事
を
提
供
し
た
が
、

X
の
希
望
で
解
除
契
約
(
〉

c
p
Sロ
ロ
宮
4
0
2
8巴
が

結
ば
れ
、
労
働
法
律
関
係
が
解
消
さ
れ
た
。
そ
の
後
X
は、

T
経
営
で
同
じ

く
自
動
車
運
転
手
の
仕
事
に
就
い
た
。
一
九
七
一
年
度
の
按
分
賞
与
を
求
め

て
X
は
K
K
に
申
立
て
た
が
却
げ
ら
れ
、

K
G
に
訴
を
提
起
し
勝
訴
し
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
て

Y
が
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
が
棄
却
さ
れ
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

ω理
由
あ
る
「
例
外
」
は
、
通
常
勤
労
者
が
、
医
学
上
約
定
の
労
働
に
健

康
上
も
は
や
適
合
せ
ず
、
経
営
が
、
そ
の
能
力
と
健
康
上
の
適
性
に
合
致
す

北法31(3-4・II• 434) 1820 



る
他
の
労
働
を
約
束
す
る
可
能
性
を
有
し
な
い
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
場
合
に

存
在
す
る
。

ω
Y
も
自
動
車
運
転
手
の
仕
事
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
、
よ
り

長
い
労
働
時
間
の
枠
内
で
あ
っ
た
。

X
は
、
経
営
転
換
に
よ
っ
て
、
病
気
に
よ

り
制
限
さ
れ
た
労
働
能
力
の
回
復
と
維
持
の
た
め
、
よ
り
有
利
な
条
件
を
獲

得
し
た
と
い
え
る
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
社
会
的
利
益
官

g
巴

-2rえ
E
n
z

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

F
8
3
8和
)
は
、
適
合
し
た
労
働
条
件
の
付
与
に
よ
っ
て
、

X
の
労
働
能
力

を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

健
康
上
の
理
由
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
(
長
高
裁
判
所
一

円

5
〉

九
七
三
年
二
月
二
三
日
判
決
|
|
和
解
認
可
決
定
破
棄
自
判
)

〔
事
実
〕

Y
経
営
で
、
資
材
管
理
部
長
(
〉
宮
色

gm田

F
F
R
玄
色
色
色
1

と
し
て
働
い
て
い
た

X
は、

(

E

)

 

耳
町
田
田
口

ymw

向。

一
九
七

O
年
十
月
、
健
康
上
の

理
由
、
労
働
に
対
す
る
不
満
、
職
業
上
の
発
達
の
改
善
等
を
あ
げ
て
、
解
約

告
知
に
よ
っ
て
労
働
法
律
関
係
を
終
了
さ
せ
た
。
一
九
七

0
年
度
の
按
分
賞

与
の
支
払
を
K
K
に
申
立
て
た
が
拒
絶
さ
れ
、

K
G
に
訴
を
起
し
た
。
訴
訟

中
、
当
事
者
間
で
八
七

0
マ
ル
ク
を
支
払
う
こ
と
で
和
解
(
臣
民
間

g巴
が

成
立
し
、

認

可

(
『
刊
白

R
H
a
i

K
G
は
主
と
し
て
健
康
上
の
理
由
を
認
め
、

常
国
)
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
、
最
高
裁
長
官
匂
芯
岳
凶

g
H
ι
g
o『
2
a
g

の

a
w
Zろ
が
破
棄
申
立
を
お
こ
な
い
、

」
れ
が
通
っ
た
の
が
本
件
で
あ

る。
(
判
決
理
由
よ
り
)

X
の
本
来
的
離
職
理
由
は
、
専
ら
害
わ
れ
た
健
康
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
。
確
か
に
、
医
師
に
よ
っ
て
神
経
的
心
臓
循
環
障
害
守

R
5
8
E
R
T

穴
同
四
五
宮
内
l
出向山田

nrd司
恒
三
刊
〉
が
診
断
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
七

0
年
度
の
経

過
前
に
他
の
経
営
に
転
換
し
、
新
し
い
仕
事
に
よ
っ
て
そ
の
健
康
状
態
を
と

り
も
ど
し
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
結
局
、

X
の
離
職
が
医
学
上
差
迫
っ
た

理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
経
営
に
お
け
る
恒

常
的
不
満
(
由
怠
ロ
岳
民
O
C口
N
E
E
a
s
z
x〉
で
あ
り
、
そ
れ
が
否
定
的
に

健
康
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
理
由
あ
る
職
場
転
換
に
つ
い
て

の
尺
度
と
し
て
適
用
さ
れ
え
な
い
。

(

F

)

 

資
格
に
応
じ
た
仕
事
を
与
え
え
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
た
事
例

(
ノ
ユ
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
県
裁
判
所
一
九
七
五
年
九
月
二
日
決
定

〔

6
〉

1
1和
解
認
可
)

〔
事
実
〕

X
(女
〉
は
、
専
門
学
校
経
済
土

q
R
E
n
z
-
o
r
g
o
g
g〉

の
資
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
一
九
七
一
年
九
月
か
ら
Y
経
営
に
就
業
す
る
と

と
も
に
、
経
済
大
学

(ZonyRVE】

柏

山

口

円

。

roロ
o
g芯
〉
の
通
信
教
育
の
勉
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介

「
修
学
育
成
契
約

3
g島四回目。
E
n
E話回
1

4
和
三
円
担
問
)
」
を
結
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
四
年
に
到
っ
て
、

Y
経
営
で

(
旦
自
由
同
色
目
。
)
が
欠
け
て
い
て
、
大
学
卒
幹
部
と
し
て
配

強
を
始
め
、

経
営
と
の
間
で

紹

は
正
規
の
地
位

置
さ
れ
る
見
込
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
解
除
契
約
が
結
ば
れ
、
九
月

か
ら
他
の
経
営
に

X
は
移
っ
た
。

X
は
、
一
九
七
四
年
度
の
按
分
賞
与
を
要

求
し
、

K
G
に
訴
を
起
し
て
棄
却
さ
れ
、

G
K
に
控
訴
し
た
。
審
理
中
、
当

事
者
間
で
平
均
月
収
の
七
五
Mm
四
0
0
マ
ル
ク
を
支
払
う
こ
と
で
和
解
が
成

立
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
可
し
た
。

(
決
定
理
由
よ
り
〉

ω修
学
育
成
契
約
の
締
結
に
当
っ
て
、

Y
は、

X
の
資
格
付
与
と
経
営
上

の
要
求
と
の
一
致
、
そ
の
将
来
展
望
一
等
に
つ
い
て
充
分
考
慮
せ
ず
、

X
の
修

学
終
了
前
に
適
わ
し
い
労
働
任
務
を
提
供
し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

Y

自
身
X
の
新
た
な
仕
事
を
求
め
る
た
め
努
力
も
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

ω原
則
的
に
、
勤
労
者
の
資
格
付
与
の
終
了
時
点
ま
で
に
、
適
合
し
た
労

働
任
務
が
経
営
か
ら
提
供
さ
れ
え
な
い
場
合
、
経
営
転
換
は
正
当
化
さ
れ

る
。
勤
労
者
を
そ
の
能
力
に
適
合
し
て
合
理
的
に
配
置
す
る
こ
と
、
そ
の
労

働
能
力
を
充
分
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
要
請
及
び
経
営
の
義
務
に
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
。

労
働
条
件
の
不
満
が
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
会
、

(
7
)
 

ル
リ
ン
市
裁
判
所
一
九
七
六
年
六
月
二
五
日
判
決
|
|
控
訴
棄
却
〉

〔
事
実
〕

X
(女
)
は
、
前
の
経
営
の
労
働
条
件
が
不
満
で
契
約
を
解
消

し
二
九
七
四
年
三
月
よ
り

Y
経
営
に
賃
金
帳
簿
係
予

ozznrz-EE〉

と
し
て
就
業
し
、
こ
の
年
度
に
つ
い
て
按
分
賞
与
請
求
を
お
こ
な
っ
た
。

K

K
及
び
K
G
が
こ
れ
を
認
め
ず
、
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
が
、

X
は
敗

(

G

)

 

訴
し
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

X
は
、
場
所
、
交
通
、
労
働
手
段
等
の
労
働
条
件
が
気
に
入
ら
な
い
た

め
、
前
の
経
営
で
労
働
契
約
の
解
消
を
申
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

理
由
に
よ
る
労
働
法
律
関
係
の
終
了
は
、
経
営
転
換
に
つ
い
て
社
会
的
に
正

当
な
理
由
と
は
い
え
な
い
。

X
は
む
し
ろ
、
社
会
的
組
織
、
と
く
に

B
G
L

(
経
営
労
組
指
導
部
)
と
共
同
し
て
、

現
存
す
る
可
能
性
の
範
囲
内
で
、

り
良
い
労
働
組
織
と
労
働
・
生
活
条
件
の
形
成
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

資
格
に
適
合
す
る
転
換
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
(
最
高
裁
判

(
8〉

所
一
九
七
九
年
三
月
三

O
日
判
決
1

1
破
棄
自
判
)

(
H〉〔

事
実
〕
看
護
人
(
穴
円

Erg--om冊
。
の
資
格
を
と
り
、
医
学
校
で
の

訓
練
も
終
っ
て
い
た

X
は、

一
九
七
七
年
五
月
、

錠
前
工

(
Y由
酔
曲

nr-ロ
σロl

北法31(3-4・II.436) 1822 

よ



R
2
2
8
3
と
し
て
の

Y
と
の
労
働
契
約
を
解
約
し
、
六
月
か
ら
医
療
助
手

(
S
E
E
E
R
F刊
〉

g
z
s
R
)
と
し
て
診
療
所
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
九
七
七
年
度
の
按
分
賞
与
の
支
払
を
K
K
に
申
立
て
て
却
け
ら
れ
、

K
G
に
訴
え
た
が
こ
れ
も
棄
却
さ
れ
た
。
し
か
し
、
控
訴
審
B
G
は、

X
の

転
換
の
正
当
性
を
認
め
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
、
最
高
裁
長
官
が
破
棄
申
立

を
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

ω最
高
裁
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
勤
労
者
が
新
た
な
経
営
に
お
い
て
そ
の

知
識
と
経
験
を
有
効
に
用
い
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
そ
の
経
営
転

換
が
社
会
的
に
必
要
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
個
人
的
利
益
、
経
営
上
の
関
係

及
び
経
営
を
こ
え
た
影
響
等
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
X
の
経
営
転
換
の
理
由
は
、
そ
の
個
人
的
願
望
守
負
担

E
-
E
5
当
E
!

印
口
町
〉
、
即
ち
、
よ
り
長
期
の
訓
練
と
実
践
を
へ
た
が
、
一
時
的
に
そ
こ
で
働

き
え
な
か
っ
た
職
業
で
働
き
た
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
、
よ
く
わ
か

る
願
望
は
、
し
か
し
計
画
年
度
の
終
了
時
点
で
実
現
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、

個
人
的
利
害
に
よ
っ
て
年
度
途
中
で
経
営
転
換
を
企
て
た
場
合
に
は
、

会
的
必
要

(mg白
Z
R
E
E
F口
Z
F
h
o
E
o
s
-
6」
(
新
労
働
法
典
一
一
七
条

ハ
9
)

二
項
〉
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

(

I

)

 

労
働
力
公
募
に
応
じ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

〈

叩

〉

事
例
ハ
最
高
裁
判
所
一
九
七
九
年
六
月
二
二
日
判
決
1

1
破
棄
白
判
)

〔
事
実
〕
一
九
五
七
年
か
ら
Y
経
営
で
働
い
て
い
た

X
は
、
夜
学
で
粗
製

(
Y
白色
a
o
H
)

の
資
格
を
と
り
、
一
九
七
七
年
八
月
末
に
労
働
契

窯
業
主
任

約
を
解
除
し
、
九
月
か
ら
、

B
固
有
経
営
の
労
働
力
公
募
に
応
じ
て
主
任
の

仕
事
に
就
い
た
。

X
は
、
}
九
七
七
年
度
の
按
分
賞
与
を
K
K
に
申
立
て
た

が
認
め
ら
れ
ず
、

K
G
に
訴
を
起
し
た
O
K
G
は、

K
K
決
議
を
取
消
し
て

五
六

0
マ
ル
ク
の
支
払
を
Y
に
命
じ
た
。

Y
が
控
訴
し
た
が
、

B
G
も
転
換

の
正
当
性
を
認
め
た
。
こ
れ
に
最
高
裁
長
官
が
破
棄
申
立
を
し
た
の
が
本
件

で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

原
容
が
、
国
家
機
関
に
よ
る
、
労
働
力
公
募
に
つ
い
て
の
許
可
(
の
g
m
r
l

B
日
間
ロ
口
問
)

を
国
家
的
指
導
施
策

(Fag-g口
四
回
自
白
血
田
口
各
自
由
)

と
解
し
た

の
は
不
当
で
あ
る
。
公
募
の
許
可
は
、
そ
の
援
助
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
労

働
力
が
、
労
働
力
需
要
の
重
点
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
そ

ー「

社

れ
が
国
家
的
指
導
施
策
と
は
み
ら
れ
な
い
。
公
募
は
む
し
ろ
、
勤
労
者
自
身

の
決
心
(
何
回
昨
白

n
E
5
6
を
ね
ら
い
に
し
て
お
り
、

一
般
的
に
依
頼

(
g
l

国
司
同

o
n
r
和
国
)
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
X
の
決
心
に
つ
い
て
は
、
通
勤
事
情

と
い
う
個
人
的
理
由
が
働
い
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
J
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∞
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4
〉
己
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己
品
開
田
∞
nN町長田伺
R
F
n
r
g
穴
恒
ユ
・
冨
田
片
岡
lω
押印含

40自
H寸・

。
r
s
r
a
H也、吋
N
(〉
ロ
・
〉
.
z
-
H
.
回申叶
ω.ω
・
8
)・

(

5

)

己
ユ
2
-
ι
2
0『
AW吋
印
同
開
口
。
2
k
r
Z
4
0
E
M
U
-
同り冊目】門口白門戸申叶
ω

ハ
〉
ロ
・
〉
・

2
・
NAH・同甲山可
ω
-
m
a∞〉・

ハ
6
)

回。∞ロ
E
E師団

ι
2
図。
N-H}向田
mAW1nrzzoEr門担ロ門日開ロ『ロ叫ぬ
4
0
5
M
-

ω四百件刊日
r
R
Z叶
印
(
〉
ロ
・
〉
-
Z
-
N
p
g
a
-
∞
-
a
s・

〈
7
〉

C
1
2
-
会
話
∞
芯
仏
円
筒
白
ユ
円
}
凶
作
曲
目
白
ユ
5
4
0
5
M
m・-『ロロ
~
H由一吋由

(
〉
ロ
・
〉
・

2
・
N・
5
吋∞・

ω
・由印

U
Z
]
w
Z・日・

5
3
"
ω
・呂町)・

(
8
〉

C
2
2
-
ι
g
o
r刊
門
的
窓
口
の
開
門
戸
円
宮
田

40自

ω0・
玄
位
同
N
H由叶也

(
〉
己
・
〉
-
Z
-
N
-
5
2・
ω・
宮
山

Z
』
・
巴
-
P
H
U寸由・

ω
-
M斗由〉・

ハ
9
〉

m

H

H

叶
〉
Z
-
N
回
Eny白
神
・
骨
〉
の
回
・
按
分
年
末
賞
与
請
求
が
発

生
す
る
場
合
を
列
挙
し
、
り
は
「
社
会
的
必
要
に
も
と
づ
く
経
営
転

換
」
を
掲
げ
る
。
な
お
、

H
・
I
事
件
は
、
新
労
働
法
典

(
A
G
B
、

一
九
七
八
年
発
効
〉
適
用
下
の
も
の
で
あ
る
。

(
叩
)
匂
ユ
2
-
会
w
由
。
『
O
同
師
同
巾
ロ
の
2
-
n
r
Z
4
0
5
M
M
-

(
〉
ロ
・
〉
-
E・
E-
巴
吋
タ

ω・印叶
ω)
・

介紹

』
口
口
町
同
由
叶
由

犯
罪
行
為
と
賞
与
請
求
権

(
J
i
L
事
件
)

刑
法
上
の
犯
罪
行
為
が
年
末
賞
与
請
求
権
を
失
わ
せ
る
こ
と
は
法
令
上
確

(

1

)

 

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
「
労
働
義
務
に

直
接
違
反
し
な
く
て
も
、
経
営
や
労
働
集
団
に
重
大
な
打
撃
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
年
末
賞
与
の
社
会
的
表
彰
手
段
と
し
て
の
性
格
と
相
容
れ
な

い
こ
と
」

(
K
事
件
判
旨
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
三
件

は
、
こ
の
原
則
の
具
体
的
適
用
例
で
あ
り
、
未
決
・
既
決
の
拘
留
期
間
外
に

良
好
な
労
働
成
績
を
収
め
た
と
し
て
も
按
分
賞
与
は
全
く
問
題
に
な
り
え
な

い

(
J事
件
〉
、
拘
禁
が
年
度
経
過
後
に
お
こ
な
わ
れ
で
も
同
様
で
あ
る

(
K

事
件
〉
、
犯
罪
行
為
が
当
該
年
度
の
労
働
給
付
に
影
響
を
与
え
た
か
否
か
も

問
題
に
な
ら
な
い

(
L
事
件
〉
、
な
ど
の
趣
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

L

〈

2
)

事
件
は
、
即
時
解
雇
処
分
に
も
付
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
あ
る
が
、
犯
罪
行
為
と

同
様
に
賞
与
請
求
権
の
消
極
的
発
生
要
件
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
、
解
雇
の

決
定
的
理
由
が
当
該
年
度
に
必
ず
し
も
関
連
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
な
ど
、

厳
し
い
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
J
)

刑
事
拘
留
・
拘
禁
に
よ
る
労
働
給
付
の
中
断
に
つ
い
て
当
然
に
否
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定
さ
れ
た
事
例
(
ツ
ォ
l
ゼ
ン
郡
裁
判
所
一
九
七

O
年
六
月
二
六
日

(

3

V

 

判
決
|
|
棄
却
)

〔
事
実
〕

Y
は
、
一
九
六
九
年
の
七
月
三
日
か
ら
三
一
臼
ま
で
、
未
決
拘

留

(
C
R
R
g口
宮
ロ
岡
田
口
E
P
)
、
同
年
一
一
一
月
八
日
か
ら
刑
事
拘
禁

(ω
可
え
i

zr〉
に
処
せ
ら
れ
、
こ
の
間
労
働
法
律
関
係
が
中
断
し
た
。

Y
は
、
一
九

六
九
年
度
に
お
い
て
、
労
働
任
務
を
良
好
に
遂
行
し
た
こ
と
を
主
張
し
、

K

K
に
按
分
年
末
賞
与
の
支
払
を
申
立
て
認
め
ら
れ
た
。

X
経
営
が
訴
を
起

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

し、

Y
が
敗
訴
し
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

按
分
賞
与
は
、
例
外
的
な
場
合
に
の
み
許
さ
れ
、
法
律
上
Y
の
よ
う
な
刑

事
手
続
上
の
拘
留
や
刑
事
拘
禁
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
経
営
に
お
け
る
Y

の
労
働
給
付
の
中
断

(
C
E
R
Z
2
F
E巴

は
、
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
る

理
由
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(

K

)

 

犯
罪
行
為
は
、
賞
与
が
有
す
る
表
彰
と
し
て
の
性
格
と
相
容
れ
な

い
と
さ
れ
た
事
例
(
プ
ラ
ン
日
ア
ン
プ
ル
ク
県
裁
判
所
一
九
七

O
年
一
一

〈

4
)

月
一
七
日
判
決
|
|
棄
却
〉

(出巴町田田口

E
o
a
R〕

〔
事
実
〕

X
は、

Y
経
営
で
修
理
工
助
手

働
い
て
い
た
が
、
一
九
六
九
年
一
二
月
一
三
日
に
拘
留
さ
れ
、
そ
の
後
裁
判

と
し
て

所
で
自
由
刑
ハ
明
同
骨
子
刊
日

z
a
sヴ
判
決
を
う
け
た
。

X
が
按
分
賞
与
請
求
の

訴
を
起
し
、
事
件
は
県
裁
判
所
が
第
一
審
と
な
り
、
理
由
な
し
と
し
て
棄
却

さ
れ
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

(ω
円
白
血
昨
日

u
C円ぬ
O
H
A
F口
一
日
目

ω勤
労
者
の
大
き
な
犯
行
に
よ
る
公
民
的
義
務

2-wrH〉
の
重
大
な
違
反
は
、
労
働
義
務
の
直
接
的
違
反
が
問
題
で
な
い
場

合
で
も
、
同
時
に
そ
れ
は
経
営
と
の
関
係
を
著
し
く
妨
害
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
労
働
法
上
の
手
段
で
対
応
す
る
こ
と
を
正
当
な
ら
し
め

る
o
X
は
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
社
会
と
経
営
・
労
働
集
団
の

誇
関
係
に
重
大
な
打
撃
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

ω年
末
賞
与
は
、
勤
労
者
が
社
会
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
個
人
的
給
付
や

行
動
様
式
に
つ
い
て
の
表
彰
(
〉
ロ

R
Eロ
ロ
ロ
ロ
巴
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

賞
与
付
与
の
た
め
の
決
定
的
条
件
は
、
犯
罪
(
〈

g
g
s
r
g〉
と
し
て
性
格

づ
け
ら
れ
た
勤
労
者
の
行
為
の
場
合
に
お
い
て
、
充
足
さ
れ
え
な
い
。

X
に

つ
い
て
、
そ
の
拘
禁
が
た
と
え
計
画
年
度
の
経
過
後
に
な
さ
れ
て
も
、
年
末

賞
与
請
求
権
を
有
し
な
い
。

犯
罪
行
為
が
当
該
年
度
に
関
連
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例

(
5〉

(
主
都
裁
判
所
一
九
七
四
年
二
一
月
二
一
一
百
判
決

l
l棄
却
〉

(
L〉

北法31(3-4・II.439)1825 



介

〔
事
実
〕

X
は、

Y
経
営
で
取
引
主
任
〈
思
お
宮
ミ
苫
門
司
自
伝
]
)
と
し

て
働
い
て
い
た
が
、
違
法
な
商
品
輸
出
(
巧
R
g
g∞
向
島
る
を
く
り
返
し

紹

て
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
二
九
七
三
年
即
時
解
雇
公
立
回
己
0
8
開
三
宮
窓
口
口
巴

さ
れ
た
o

X
は
「
支
払
時
点
に
は
拘
禁
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
一

九
七
二
年
度
の
年
末
賞
与
の
支
払
を
請
求
し
た
が
、
第
一
審
で
却
け
ら
れ
、

控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

法
令
上
、
即
時
解
雇
に
つ
い
て
の
決
定
的
理
由
若
く
は
犯
罪
行
為
が
、
年

末
賞
与
支
払
の
一
般
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
計
画
年
度
に
関
連
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
は
解
し
え
な
い
。
即
ち
、
こ
れ
ら
が
当
該
勤
労
者
の
労
働
給
付

規
準
の
遂
行
に
、
当
該
年
度
に
お
い
て
全
般
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
ま
で

要
求
し
て
い
な
い
。
年
末
賞
与
は
、
表
彰
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
即

時
に
経
営
か
ら
追
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
若
く
は
犯
罪
行
為
を
犯
し
た

勤
労
者
の
表
彰
は
、
社
会
的
に
承
認

(
N
C
E
-
-
m
g
)
さ
れ
え
な
い
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
ど
の
期
間
に

X
の
誤
っ
た
行
為
が
関
連
す
る
か
、
給
付
規
準

の
遂
行
或
は
経
営
の
出
来
事

(
回
目
可

Fot師
向
。
白

nr四
月
回
開
口
〉

に
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
な
ど
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

〈

1
v

一
九
七
二
年
賞
与
令

(
P
E
E
S
-〈
O
U
六
条
ニ
項
。

(

2

)

即
時
解
雇
の
理
由
は
、
公
民
的
義
務
或
は
社
会
主
義
的
労
働
規
律

の
重
大
な
違
反
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
G
B
A
三
二
条
〉

(
3
)
d
z
e
-
ι
2
穴
5
2
m
q
w
r
g
N
O凹
白

8
4
0
5
8・
』
ロ
ロ

-
Z苫

(
〉
ロ
・
〉
噌
一
E
・

g-
冨
叶
タ

ω・
2
3・

(
4
)
C
2
2】
仏
刊
由
回
認
可

r∞mm
ユn
y
z
Z
E
H
r
gロ品目口一
uC円
伺

〈

O
B
H叶
・

Z
2
0
5
r
2
H
S
D
(〉
ロ
〉
・
出
・

ω・

5
3・
∞
・
申
印
)
・

(
5
)
C
2
2】
仏

g
ω
S告
ぬ
自
己

nv宮
内
凶
開
門
出
血
口
問
】
仲
田
仲
田
《
同
伴
内
同

2
0
0河
4
0
5

M
M
・

0
0
N
O
S
F
R
H申
立
(
〉
己
・
〉

-
E
N・
HU吋
少

ω・由
ω)・

一
労
働
規
律
違
反
に
と
も
な
う
年
末
賞
与
の
減
額

(
M
1
0
事
件
)

年
末
賞
与
の
金
額
は
、
賞
与
基
金
額
、
給
付
規
準
の
遂
行
状
況
、
勤
労
者

の
平
均
月
収
、
経
営
所
属
期
間
等
を
考
慮
の
上
、
経
営
長
が
経
営
労
組
指
導

部
の
同
意
の
下
で
決
定
す
る
。

(
G
B
A
五
三
条
五
項
)
そ
の
際
に
労
働
集

団
に
お
け
る
審
議
を
へ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
最
低
金
額
と
し

て
平
均
月
収
の
三
分
の
一
、
最
高
限
度
額
と
し
て
同
じ
く
二
倍
と
い
う
枠
が

設
け
ら
れ
る
(
た
と
え
ば
、
一
九
七
二
年
賞
与
令
六
条
一
項
〉
。
な
お
、
裁

判
所
が
請
求
金
額
を
審
査
し
、
必
要
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
訂
正
し
う
る
こ
と

は
判
例
上
確
立
さ
れ
て
い
る
。

」
こ
で
と
り
あ
げ
る
事
件
は
、
労
働
保
護
義
務
違
反
、
経
営
物
件
の
私
的

北法31(3-4・II-440)1826 



利
用
と
経
営
文
書
虚
偽
記
載
、
無
断
欠
勤
な
ど
の
規
律
違
反
が
減
額
の
対
象

と
し
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
と
く
に
、
労
働
規
律
違
反
ハ
〈
R
-
R
N
1

5間
島
民
〉
号
包
広
島
国
国
N
G
E
ロ
〉
に
対
し
て
、
区
分
的
削
減
は
正
当
化
さ
れ

る

(
N
事
件
)
が
、
形
式
的
、
図
式
的
減
額
は
許
さ
れ
ず
、
総
合
的
に
評
価

す
べ
き
で
あ
り

(
O
事
件
て
そ
の
際
に
集
団
の
態
度
決
定
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る

(
N
・
O
事
件
〉
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、

M
事
件
は
、

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

管
理
者
の
労
働
保
護
義
務
違
反
が
、
そ
の
労
働
任
務
・
義
務
の
重
大
な
構
成

部
分
と
し
て
尺
度
た
り
う
る
と
同
時
に
、
総
合
的
に
評
価
す
べ
き
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

ハ
M
)

管
理
者
の
健
康
・
労
働
保
護
義
務
は
重
要
な
尺
度
と
し
て
総
合
的

に
評
価
さ
れ
る
と
さ
れ
た
事
例
〈
最
高
裁
判
所
一
九
七

O
年
五
月
二
二

(
1〉

日
判
決
|
|
棄
却
補
正
)

〔
事
実
〕

Y
は
、
技
術
者
の
資
格
を
も
っ
て
管
理
部
門
で
働
い
て
い
た

が
、
一
九
六
八
年
一
二
月
、
経
営
で
火
災
が
突
発
し
、
一
労
働
者
が
死
亡

し
、
物
的
損
害
も
発
生
し
た
。

Y
は
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
保
護
監
察

(
田
和
巧
昨
品
目
戸
『
ロ
田
町
〉
に
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、

一
九
六
八
年
度
の
年
末
賞
与
が

九
O
M
か
ら
五

O
M
に
減
額
さ
れ
た
。

Y
は
、
こ
の
算
出
方
法
に
異
議
を
唱

え
K
K
に
申
立
て
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、

K
K
は
、
第
一

i
三
期
に
つ
き
九

O
M刻
、
第
四
期
に
つ
き
四

O
M
m
の
割
合
に
よ
る
支
払
を

X
経
営
に
義
務
づ
け

た。

X
が
起
し
た
訴
は
、
県
裁
判
所

(
B
G
)
が
第
一
審
と
し
て
関
係
さ
せ

ら
れ
、
審
理
の
結
果
K
K
決
議
が
変
更
さ
れ
て
、
結
局
全
体
と
し
て
四

0
0

マ
ル
ク
の
支
払
が
妥
当
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
に
、
県
検
察
官
の
異
議

(
3
2
g
C
が
あ
っ
て
最
高
裁
に
係
属
し
、
原
審
の
理
由
を
補
正
(
内
。
『
円
相
rt

zる
し
た
上
結
論
が
維
持
さ
れ
た
。

〈
判
決
理
由
よ
り
)

ω憲
法
上
の
基
本
権
と
し
て
の
健
康
・
労
働
保
護
の
権
利
〔
憲
法
三
五
条

一
項
)
は
、
と
く
に
責
任
あ
る
管
理
者
に
と
っ
て
こ
れ
を
擁
護
す
べ
き
義
務

が
あ
り
、
個
別
経
営
に
お
い
て
と
く
に
規
定
さ
れ
な
く
て
も
、
年
末
賞
与
額

決
定
の
標
準
と
し
て
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
健
康
・
労
働
保
護

は
、
経
営
の
経
済
的
指
標

(cross-田
口
宮
同

g自
己
目
。
遂
行
の
た
め
の

施
策
の
構
成
要
素
と
し
て
、
社
会
主
義
的
生
産
関
係
の
下
で
一
般
的
に
妥
当

す
る
原
則
で
あ
る
。
原
審
は
、
こ
れ
ら
の
意
義
に
つ
い
て
の
考
慮
が
不
充
分

で
あ
る
。

ω健
康
・
労
働
保
護
の
要
請
の
順
守
は
、
他
の
労
働
任
務
や
労
働
義
務
の

履
行
と
切
り
離
し
難
い
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
、
賞
与
額
の
決
定
に
際
し
て

は
、
責
任
の
度
合
、
こ
れ
ま
で
の
行
動
、
起
っ
た
結
果
の
範
囲
と
重
さ
等
が

総
合
的
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
健
康
・
労
働
保
護
の
任

北法31(3-4・n-441)1827 



介

務
の
継
続
性
か
ら
み
て
、
義
務
違
反
の
時
点
と
関
わ
り
な
く
、
会
計
画
年
度

に
わ
た
っ
て
給
付
状
況
が
評
価
さ
れ
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

紹

ら
、
時
期
を
区
分
し
た
評
価
や
賞
与
算
定
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
で
原
審

が
確
定
し
た
金
額
は
正
当
で
あ
る
。

規
律
違
反
の
状
況
に
応
じ
て
区
分
さ
れ
る
と
し
た
事
例
(
最
高
裁

ハ
2
)

判
所
-
九
七
二
年
六
月
一
六
日
判
決
l
l
l
破
棄
自
判
〉

(
N
)
 

〔
事
実
〕

X
は
、
清
掃
車
の
運
転
手

(
g
r
B『由
5
2
ζ
E
Z
F
r
R
g
m由。

で
あ
っ
た
が
、
経
営
の
草
を
飲
酒
の
上
私
的
に
利
用
し
て
刑
事
上
の
責
任
を

問
わ
れ
た
り
、
経
営
文
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
諮
責
処
分
(
〈
臼
耳
巳
由
)

を
受
け
た
り
し
た
の
で
、
年
末
賞
与
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。

X
の
K
K
へ

の
申
'
立
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

X
の
訴
に
対
し
K
G
は
、
通
常
並
の
六

O
二
マ
ル
ク
の
支
払
を
Y
経
営
に
義
務
づ
け
た
。
こ
の
判
、
決
に
、
最
高
裁
長

官
が
破
棄
申
立
を
お
こ
な
い
、
最
高
裁
が
四
五

0
マ
ル
ク
の
支
払
を
妥
当
と

判
決
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

年
末
賞
与
は
、
そ
の
性
格
上
、
予
め
設
け
ら
れ
た
給
付
指
標
の
遂
行
と
結

び
つ
い
た
賞
与
で
あ
り
、
表
彰
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
労
働
給
付
に

応
じ
て
区
分
(
巴
同
町
内
w
同

E
N
~
2
5巴
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
労
働
法
律
関
係
上

の
義
務
違
反
を
含
む
経
営
上
の
労
働
任
務
に
関
す
る
勤
労
者
の
行
為
様
式

ハ〈

q
rと
窓
口
印
毛
色
露
出
〉
を
も
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
規
律
違
反

に
よ
る
削
減
或
は
削
除
(
穴
巳

R
E
m
E
R
2
8
w
Eロ
巴
に
当
つ
て
は
、

図
式
的
公
n
Z
S
H
H
E
R
E
方
法
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
区
分
に
つ

い
て
は
、
集
団
の
態
度
決
定

(
ω
E
-
5
m
g各
自
与
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
削
減
の
尺
度
と
し
て
は
、
規
律
違
反
の
重
さ
、
そ
の
評
価
、
行

為
の
動
機
な
ど
が
決
定
的
と
な
る
。

X
は
、
年
度
中
、
良
い
労
働
成
果
を
あ

げ
て
い
る
が
、
同
時
に
労
働
義
務
違
反
に
よ
っ
て
経
営
及
び
就
業
勤
労
者
の

信
望
(
〉

5
0
r
g〉
を
傷
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
賞
与

を
区
分
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
、
且
正
当
化
さ
れ
る
。

経
営
団
体
協
約
の
形
式
的
適
用
に
よ
る
減
額
が
撤
回
さ
れ
た
事
例

〔

3
〉

(
ハ
レ
県
裁
判
所
一
九
七
三
年
八
月
八
日
決
定

|
l和
解
認
可
)

〔
事
実
〕

Y
経
営
に
お
い
て
、
三
交
代
制

(us--∞円
E
n
H
l
ω
u
E円
相
自
)
で

(

0

)

 

働
い
て
い
た

X
は
、
一
九
七
二
年
一

O
月
に
早
番
勤
務
を
無
断
で
欠
勤
し

た
。
こ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
、
年
末
賞
与
が
削
減
さ
れ
た
の
で

X
は
K
K
に

申
立
て
を
お
こ
な
っ
た
。

K
K
及
び
K
G
と
も
に
敗
れ
て
控
訴
し
、
そ
の
審

理
中
、

Y
経
営
が
削
減
を
撤
回
す
る
和
解
が
成
立
、
こ
れ
が
認
可
さ
れ
た
。

〈
決
定
理
由
よ
り
)
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Y
経
営
の
団
体
協
約

(
B
K
V
)
に
お
い
て
、
五
年
以
上
三
交
代
に
配
置

さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
年
末
賞
与
が
三
五

0
マ
ル
ク
支
払
わ
れ
る

こ
と
、
無
断
で
欠
勤
し
た
場
合
、
五

O
M削
減
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
形
式
性
公
2
B色
。
の
r目
g
r
g
φ

を

も
っ
て
お
り
、
図
式
的
削
減
を
方
向
づ
け
、
勤
労
者
の
給
付
状
況
、
違
反
の

重
さ
な
ど
が
考
慮
さ
れ
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
本
件
で
は
、

B
G

L
と
の
一
致
の
下
で
の
労
働
集
団
の
話
し
合
い
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

X
は
、
当
日
以
外
に
欠
勤
し
な
か
っ
た
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

Y

が
減
額
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
は
正
当
で
あ
る
。

(
1
)
Cユ
色

-
ι
2
0
r
m門
田
窓
口
。
四
円
山
口
宮
田

4
0
B
M
M・
ζ
包

H申
叶
(
}
(
〉

Z
・

〉

-
z
-
m
-
S
3
・∞
-

H

山由〉・

ハ
Z

)

d
ユE
-
ι
g
o
g同
国

Hmロ
ο
a
w宮
田

4
0
5
H
a
-
Eロ
同
区
叶
M
(〉
S
-

〉
-
国
-
N
h

・

5叶
N
"

∞
-uae・

(

3

)

回
目
白

n
r
z
g
内
田
町
田
回
目
N
町

-
a
m
R
w
r
z
z巳
F
4
0
5
∞
・
〉
ロ
ぬ
己
田
仲

s
aハ
〉
ロ
・
〉

-Z-M-
忌
芯
-ω
・

8
〉・

四
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
と
年
末
賞
与
の
減
額

(
P
・
Q
事
件
)

年
末
賞
与
の
基
礎
と
な
る
平
均
月
収
の
算
定
に
当
っ
て
、
病
休
に
よ
る
労

働
時
間
の
減
少
と
収
入
の
減
少
と
の
両
方
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
不
利
に
は
扱
わ
な
い
こ
と
、
減
収
分
だ
け
を
削
除
し
て
-
計
算
す
る
こ
と

は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
判
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
は
、

そ
れ
の
み
で
不
利
に
扱
う
べ
き
で
な
く
、
労
働
給
付
の
遂
行
状
況
が
全
体
と

〈

1
〉

し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
あ
げ
る
両
事
件

は
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
判
旨
で
あ
る
が
、

P
事
件
で
は
後
者
、

Q
事
件
で
は
前

者
が
重
点
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

P

)

 

労
働
給
付
の
遂
行
状
況
を
全
体
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

た
事
例
(
ゴ
l
タ
郡
裁
判
所
一
九
七
二
年
二
月
一
八
日
決
定
1
1和
解

(

2

)

 

認
可
)

〔
事
実
〕

Y
ら
六
名
は
、
一
九
七

0
年
度
の
年
末
賞
与
額
計
算
に
当
つ

て
、
病
休
日
(
宍
お
尋
問
口
g
m〉
の
賃
金
を
控
除
し
た
平
均
月
収

(
a
E
R
P
i
 

白nrロ
-
3
-
E
5
室
。
ロ
色
白
〈
m
E
-
m
g
C
を
基
礎
に
さ
れ
た
た
め
、
賞
与
額
が
削

滅
さ
れ
た
。

Y
ら
が

K
K
に
申
立
て
、
減
額
分
の
追
加
払
い
が
認
め
ら
れ
た

の
に
対
し
、

X
経
営
は
K
G
に
訴
を
提
起
し
た
が
、
当
事
者
間
で
和
解
が
成

立
し
、
訴
は
取
下
げ
ら
れ
た
。

(
決
定
理
由
よ
り
〉

年
末
賞
与
額
の
計
算
及
び
確
定
に
当
っ
て
、
平
均
月
収
か
ら
病
気
に
よ
る
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介

労
働
不
能
の
賃
金
部
分
を
前
も
っ
て
控
除
す
る
の
は
逮
法
で
あ
る
。

さ

ら

紹

に
、
賞
与
額
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
勤
労
者
の
個
人
給
付
で
あ
っ

経
営
成
果
(
∞
丘
叫
ん
争
認
可
悶
岳
民
出
〉

て
、
賞
与
額
は
、

へ
の
勤
労
者
の
寄
与

に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
は
、
否

定
的
に
の
み
影
響
を
与
え
ら
れ
で
は
な
ら
ず
、
勤
労
者
が
個
人
的
給
付
標
準

を
遂
行
し
た
か
否
か
、
そ
の
遂
行
が
妨
げ
ら
れ
た
か
否
か
が
具
体
的
に
確
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
た
と
え
ば
、

Y
ら
が
病
気
の
前
後
に
、

多
く
の
超
過
労
働
と
特
別
交
代

3
0ロ品市町田
n
E
n
z
g
)
を
提
供
し
、
同
時

に
、
そ
の
所
属
す
る
集
団
が
、
年
度
に
お
い
て
抜
き
ん
で
て
い
た
こ
と
に
寄

与
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
Q
)
 
平
均
月
収
の
算
定
に
当
っ
て
、
病
休
日
の
減
収
の
み
に
目
を
向
け

る
の
は
違
法
と
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
一
九
七
三
年
五
月
六
日
判

ハ
3
〉

決

l
l破
棄
自
判
)

〔
事
実
〕

X
は
、
一
九
七
一
年
度
に
お
い
て
、
二
一
日
の
病
休
日
が
あ

り
、
そ
の
分
の
賃
金
が
平
均
月
収
か
ら
控
除
さ
れ
て
年
末
賞
与
額
が
計
算
さ

れ
た
。
そ
こ
で
減
額
分
六

0
マ
ル
ク
の
支
払
を
求
め
て
争
っ
た
が
、

K
K
も

K
G
も
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

K
G
の
棄
却
判
決
に
対
し
、
最
高
裁
長
官

が
破
棄
申
立
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
が
成
功
し
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

ω賃
金
支
払
令
(
〈
2
2円
山
口
ロ
関
与
刊
『
《
出
叩
問
、
o
F
ロN
由
主
ロ
ロ
巴
に
よ
れ
ば
、

平
均
収
入
は
前
年
の
法
律
上
若
く
は
約
定
の
労
働
時
間
に
も
と
づ
き
計
算
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
法
律
上
若
く
は
約
定
の
労
働
時
間
」
か
ら
は
、
労
働

災
害
、
産
休
、
看
護
の
た
め
の
労
働
免
除
等
と
並
ん
で
、
医
師
に
よ
っ
て
診

断
さ
れ
た
病
気
に
よ
る
労
働
不
能
の
時
聞
が
除
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
病
気

に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
る
労
働
給
付
の
範
囲
内
で
総
収
入
も
減
少
す
る
が
、
除

外
さ
れ
た
労
働
時
間
と
の
相
対
関
係
で
平
均
収
入
が
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

X
の
総
収
入
の
減
少
の
み
に
目
を
向
け
た

Y
経
営
の
取
扱
い
は
違

法
で
あ
る
。

ω労
働
不
能
に
よ
る
勤
労
者
の
年
末
賞
与
の
削
減
は
、
全
年
度
中
に
事
実

上
も
た
ら
さ
れ
た
労
働
給
付
を
考
慮
し
た
評
価
に
も
と
づ
き
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

X
の
場
合
、
そ
の
計
画
労
働
を
充
分
果
た
し
て
お
り
、
病
休

に
よ
っ
て
何
ら
否
定
的
影
響
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
原
容
が
自
由

ド
イ
ツ
総
同
盟

(
F
D
G
B
〉
労
働
・
賃
金
局
の
正
当
な
見
解
に
も
と
づ
く

指
示
〈
呂
ロ
司
丘
町
〉
を
無
視
し
た
こ
と
も
重
大
な
誤
り
で
あ
る
。

(
1
〉
な
お
、
一
九
七
八
年
新
労
働
法
典
は
、
「
勤
労
者
が
、
計
画
年
度

中
に
病
気
を
理
由
に
一
時
的
な
労
働
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
こ
の
年
度
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に
提
供
さ
れ
た
彼
の
全
体
給
付
に
応
じ
て
年
末
賞
与
を
え
る
」

A
一
一
七
条
三
項
)
と
明
記
す
る
。

(

2

)

回

g
n
r
Z曲
目

《

昨

日

田

穴

3
2
m
m
w
ユn
r
z
o
o手
同

〈

O
B
5・
同
り
刊
『
『
巴
白
門

戸由叶
N

(

〉
ロ
〉
・

2
・
N

P

H

U
叶N
U
ω

・斗司叶)・

ハ
3
〉
口
『
件
。
口
弘
町
田

o
r
o
g仲
間
口
の
町
三
口
}
H

丹
田
ぐ

O
B
品
・
室
時
N

H
但
叶

ω
(〉
戸

〉

-
Z
-
P
E
a
-
∞-
N
4
3・

(
G
B
 

五

そ
の
他

(
R
j
U
事
件
)

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

以
下
の
四
件
は
、
賞
与
請
求
権
の
前
提
と
し
て
の
給
付
指
標
の
設
定
及
び

履
行
が
、
全
体
年
度
を
通
じ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
最
低
賞
与
の
付
与
に

つ
い
て
は
裁
判
所
に
権
限
は
な
い

(
R
事
件
〉
、
賞
与
額
の
基
礎
と
な
る
平

均
月
収
は
、
変
更
契
約
に
よ
る
賃
金
額
の
変
更
が
あ
っ
て
も
、
年
度
全
体
を

通
じ
判
断
さ
れ
る

(
S
事
件
)
、
誤
っ
て
支
払
わ
れ
た
支
払
賞
与
の
返
還
請

求
は
、
民
法
上
で
な
く
労
働
法
上
の
法
規
に
従
う
べ
き
で
あ
る

(
T
事
件
)
、

賞
与
請
求
に
つ
い
て
特
別
な
条
件
を
付
し
う
る
管
理
職
員
の
範
囲
に
つ
い
て

判
断
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
上
級
機
関
に
よ
る
賞
与
額
の
決
定
は
最
終
的

な
も
の
で
あ
る
〈
U
事
件
)
な
ど
の
判
旨
を
内
容
と
し
て
い
る
。

ハ
R
〉

給
付
指
標
が
全
年
度
を
通
じ
達
成
さ
れ
な
い
た
め
請
求
権
が
否
定

さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
一
九
七

O
年
九
月
二
五
日
判
決
1
1破
棄

ハ
I
M

自
判
)

〔
事
実
〕

Y
ハ
女
)
は
、

電
話
交
換
手

ハ明，

S
ロ
曲
目
}
同

mwnF市
岡
山
口
〉

で
あ
る

が
、
一
九
六
八
年
度
の
給
付
標
準
が
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
年

末
賞
与
が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
月
収
の
三
分
の
一
の
最
低
賃
与

〈
宮
宮
門
吉
G
忌

E
O〉

の
支
払
を
求
め
て

K
K
に
申
立
を
お
こ
な
い
認
め
ら

れ
た
o
X
経
営
の
K
G
・
B
G
に
対
す
る
訴
・
控
訴
は
そ
れ
ぞ
れ
棄
却
さ
れ

た。

D
D
R
検
事
総
長
が
破
棄
申
立
を
し
て
成
功
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

原
審
は
、
郵
便
・
通
信
制
度
省
「
方
針
」

ロロ
B
国

内

位

叫

司

2
7
m，

R
ロ自由
E
g言明

g)
の
原
則
的
条
件
の
定
め
に
い
く
つ

9
W
E
E
-四
品
開
白
星
ロ
宮
内
l

か
の
論
点
で
違
反
し
て
い
る
。
集
団
及
び
個
人
が
達
成
す
べ
き
給
付
指
標

は
、
通
常
、
全
体
計
画
年
度
に
つ
い
て
予
想
さ
れ
、
た
と
え
、
四
半
期
毎
に

確
定
し
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
更
に
全
体
年
度
に
関
し
て
決
定

的
に
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

X
経
営
に
お
い
て
、
指
標
は
評
点

(
Z
o
g〉
二
以
上
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

xは
或
期
に
お
い
て
こ
れ
を
上
廻

り
、
向
上
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
全
体
と
し
て
は
下
廻
っ
て
い
る
。
ま
た
、

集
団
が
標
準
を
遂
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
前
提
条
件
の
一

つ
で
あ
る

が
、
更
に
個
々
の
勤
労
者
の
指
標
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お、

「
方
針
」
は
、
例
外
と
し
て
「
最
低
年
末
貸
与
」
の
可
能
性
を
定
め
て な
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介

い
る
が
、
そ
の
前
提
で
あ
る
実
際
的
情
況
の
判
断
は
、
経
営
長
の
具
体
的
裁

量
に
委
ね
ら
れ
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
代
る
こ
と
も
、
是
正
す
る
こ
と
も
な

紹

し
え
ず
、
提
案
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。

(

S

)

 

平
均
収
入
は
変
更
契
約
の
前
後
を
通
じ
全
体
と
し
て
判
断
さ
れ
る

と
し
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
一
九
七
三
年
一

O
月
五
日
判
決

l
l破
棄

〈

2
)

自
判
)

〔
事
実
〕

Y
は
、
一
九
七
一
年
の
一
一
月
末
ま
で
生
産
部
長

(
H
U円
。
【
山
口
}
同

J

t
oロ
印
胆
『
件
再
ニ
ロ
ロ
何
回

-oFHOC
と
し
て
月
収
一
五
四
九
マ
ル
ク
を
え
て
い
た
が
、

Y
の
希
望
で
変
更
契
約
(
〉
白
骨

E何
回

2
2
5巴
が
結
ば
れ
、

一
二
月
一
日

か
ら
他
の
仕
事
に
つ
き
月
収
一
二
四
二
マ
ル
ク
と
な
っ
た
。
一
九
七
一
年
度

の
年
末
賞
与
が
、
変
更
後
の
平
均
月
収
に
も
と
づ
き
一

O
O
五
マ
ル
ク
と
計

算
さ
れ
た
た
め
、
年
間
平
均
月
収
を
考
慮
し
た
分
と
の
差
額
二
四
二
・
五
五

マ
ル
ク
を
請
求
し
た
O
K
K
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、

X
経
営
の
訴
に
よ
っ
て

Y
は
K
G
で
敗
訴
し
た
。
こ
の
判
、
決
に
検
事
総
長
が
破
棄
申
立
を
お
こ
な

ぃ
、
最
高
裁
は
結
局
X
の
訴
を
棄
却
し
た
。

(
判
決
理
由
よ
り
〉

年
末
賞
与
に
よ
っ
て
、
全
年
度
中
の
勤
労
者
の
給
付
が
表
彰
さ
れ
る
。
そ

れ
故
、
労
働
法
律
関
係
の
契
約
上
の
変
更
か
ら
生
じ
、
平
均
収
入
に
反
映
さ

れ
る
こ
の
期
間
の
勤
労
者
の
異
る
給
付
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件

で
は
、

Y
が
一
一
ヶ
月
間
も
た
ら
し
た
管
理
者
と
し
て
の
労
働
給
付
と
高
い

収
入
が
考
慮
さ
れ
ず
に
不
当
な
損
失
を
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

(

T

)

 

誤
っ
て
支
払
わ
れ
た
支
払
賞
与
の
返
還
が
労
働
法
上
の
規
定
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
一
九
七
八
年
五
月
五
日
判
決

〈

3
〉

l
l破
棄
自
判
〉

〔
事
実
〕

Y
は、

X
経
営
と
の
労
働
関
係
を
一
九
七
六
年
八
月
に
終
了
し

た
と
こ
ろ
、
翌
年
三
月
、
年
末
賞
与
と
し
て
五
四

0
マ
ル
ク
の
送
金
を
受
け

た
Q

と
こ
ろ
が
、

X
か
ら
「
同
じ
名
前
の
他
の
勤
労
者
と
誤
っ
た
」
と
い
う

理
由
で
返
還
請
求
さ
れ
た
。

X
は
、
民
法
上
の
法
規
に
よ
っ
て
K
G
に
訴
を

起
し
た
が
、
労
働
法
上
の
規
定
に
従
っ
て
棄
却
さ
れ
、
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、

B
G
は
民
、
法
を
適
用
し
て
返
還
請
求
を
認
め
た
。
こ
の
判
決
に
最
高
裁
長
官

が
破
棄
申
立
を
お
こ
な
っ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
判
決
理
由
よ
り
)

賞
与
の
支
払
は
、
た
と
え
誤
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
労
働
法
律
関
係

ハ〉

Hr色
丹
田
『
叩
円
}
回
押
印

4mHrurH回
目
印
)

に
関
連
す
る
。
一
九
七
六
年
八
月
ま
で

X

の
下
で
働
い
て
い
た

Y
は
、
一
円
一
止
の
条
件
が
存
在
す
れ
ば
、
按
分
賞
与
請
求

権
が
肯
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
。
年
末
賞
与
は
、
年
度
が
経
過
し
て
か
ら
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支
払
期
が
到
達
す
る
か
ら
、
そ
の
条
件
の
存
否
に
つ
い
て
経
営
の
責
任
に
お

い
て
誠
実
に
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。

Y
へ
の
送
金
は
、
通
常
の
年
末
賞
与
の

支
払
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
誤
っ
た
支
払
に
つ
い
て
は
労
働
法

上
の
法
規
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
な
お
、

Y
は
送
金
さ
れ
た
金
額
に
つ

き
、
年
末
賞
与
と
し
て
の
権
利
が
あ
る
と
い
う
主
張
も
可
能
で
あ
っ
た
)

内

4
U

賃
金
支
払
令
に
よ
れ
ば
、
返
還
請
求
は
一
ヶ
月
以
内
に
行
使
す
べ
き
こ
と

ドイツ民主共和国における年末賞与請求事件の動向

に
な
っ
て
い
る
o
X
の
Y
に
対
す
る
請
求
文
書
は
こ
の
期
限
を
過
ぎ
て
い
る

か
ら
権
利
は
失
効
し
て
い
る
。

主
任
の
仕
事
が
管
理
職
と
し
て
判
断
さ
れ
た
事
例
(
長
高
裁
判
所

ハ
5
V

一
九
七
九
年
九
月
一
四
日
判
決

l
!被
棄
自
判
)

(

U

)

 

〔
事
実
〕

Y
は、

X
経
営
で
販
売
主
任
(
出
血
出
品
目

E
Z
m
G
或
は
財
政
主

任

(croロ0
5
2
n
Z
F
a
g同
〉
と
し
て
就
業
し
て
い
た
が
、
年
末
賞
与
の
支

払
を
、
国
の
財
政
検
査
に
よ
る
年
度
末
書
類
の
承
認

3
2
S
E宮
出
向
仏
R

V
V
H
g
g
n
E
E白色
o
r
E
S
E再
開
〉
に
関
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
、

K
K
に
申
立
て
て
認
め
ら
れ
た
。

X
が
訴
を
起
し
、
決
算
書
類
の
承
認
が
す

ん
だ
後
で
訴
を
取
下
げ
た
が
、

Y
は
「
決
算
書
類
の
承
認
に
関
ら
せ
る
人
的

範
囲
に
属
し
な
い
」
と
い
う
K
K
決
議
の
認
可
を
求
め
て
訴
訟
を
続
行
し

た。

K
G
は
こ
れ
を
棄
却
し
た
が
、

Y
の
控
訴
に
対
し
B
G
は
逆
に

K
G
判

決
を
取
消
し
た
。
こ
れ
に
最
高
裁
長
官
が
破
棄
申
立
を
し
た
の
が
本
件
で
あ

る。
(
判
決
理
由
よ
り
〉

ω賞
与
令
施
行
規
則
は
、
専
門
部
長

q
R
E民
会
ぢ
る
に
つ
い
て
年
度

末
書
類
の
承
認
を
条
件
に
し
て
い
る
が
、
主
任

(vaお
る
と
呼
ば
れ
て
い

て
も
、
そ
の
職
能
が
、
そ
の
任
務
と
責
任
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
と
等
置
し
う

る
場
合
に
は
、
同
じ
人
的
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

X
経
営

の
、
販
売
主
任
或
は
財
政
主
任
の
仕
事
は
、
国
有
工
業
経
営
に
お
け
る
専
門

部
長
に
相
当
す
る
管
理
職
で
あ
る
。

ω専
門
部
長
に
つ
い
て
、
年
末
賞
与
額
に
関
す
る
上
級
機
関
の
承
認
は
最

終
的
決
定
と
解
さ
れ
、
同
等
の
管
理
職
員
に
つ
い
て
も
、
裁
判
手
段
ハ
の
?

江
口
宮
曲
者
四
ぬ
)
は
許
さ
れ
な
い
。

ハ
1
)

己
ユ
g
-
ι
g
o
r巾
司
聞
広
ロ
の

2
-
n
Z曲
〈

o
g
M日・

ω
m
z
o
g
r
2

E
4
0
ハ
〉
己
・
〉

-
Z
-
Y
5
2・
∞

-
N
3・

ハ
2
〉

d
ユ2
-
ι
g
o
r
o同
町
芯
ロ
の

oznV神
田
ぐ

O
B
印・

orsσ
叩円
H

由吋
ω

(
〉
ロ
・
〉
句
一
戸
ゲ
同
恒
三
・

ω
-
U
O
〉・

(
3
〉

己

2
2
H
島
町
田
。

σ叩
『
田
宮
ロ
の
開
門
戸
内
冨
田
〈
O
B
m
-
乞
巳
忌
吋
∞
(
〉
ロ
・

〉
-
Z
H・

5
3・
ω・
8
)・

〈

4
)
L
Z
V
O
一
二
条
。
な
お
、
こ
の
規
定
は
、

A
G
B
の
施
行
に
と

も
な
い
廃
止
さ
れ
、
時
効
期
間
は
一
二
年
と
な
っ
た
。

(
A
G
B
一
二
六

北法31(3-4・1l.447)1833



介

条
一
項
、
一
二
八
条
一
項
参
照
)

ハ
5
〉
己
円
件
。
己
品
目
印

Oσ
四
円
由
宮
口
の
叩
門
戸

n
v
Z
4
0
5
広
・

ω和
田
】

zsrq

H
由
叶
由
(
〉
戸
〉
羽
目
'

H

・
H
C
∞タ

ω・
怠
ψ
Z
F
司
-
H
N
-
S
叶タ

ω-uu∞
γ
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紹

む
す
び

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
紹
介
は
「
動
向
」
の
エ
帽
を
示
す
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
紛
争
委
員
会

(
K
K
)
か
ら
の
実
状
を
掘
り
下

げ
た
分
析
が
必
要
と
考
え
る
。
幸
い
、
一
九
八

O
年
一

O
月
か
ら
一
ヶ
年
フ

ン
ボ
ル
ト
大
学
へ
の
留
研
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
補
強
を
期
し

た
い
。
最
後
に
、
法
学
部
創
成
の
変
動
期
の
在
学
中
か
ら
、
今
な
お
「
継
続

は
力
な
り
」
と
の
教
え
を
頂
い
て
い
る
小
山
昇
教
授
の
御
健
勝
を
心
か
ら
祈

念
す
る
次
第
で
あ
る
。
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